
【対象児童】
西原町内にお住まいで、保護者が保育を必要とする事由に該当している児童
保育を必要とする事由：○就労 ○看護・介護 ○疾病・障がい ○妊娠・出産  ○就学 ○求職活動等

【受付期間】
10 月9日（火）～10月31日（水）
受付時間　9時～17時（月曜日～金曜日）
※土日、祝日、開庁日の12時～ 13時を除く

【受付場所】
こども課窓口・各保育所（在園児のみ）

【発達支援保育】
心身に障がいをもち、保育を必要とする事由に該当し、集団保育が可能な児童が対象。
◇ 発達支援保育の申込みは、こども課窓口のみで受付となります。

【書類配布】
入所案内および申込書類等はこども課窓口・各保育所（在園児のみ）で配布しています。
※申込みに関する詳細については入所案内をご確認ください。

お問い合わせ 福祉部 こども課 保育所係 ☎945－5311

お問い合わせ 福祉部 こども課 幼稚園・こども園係 ☎945-5311
お問い合わせ
福祉部 健康支援課 保健予防係 ☎945-4791

平成31年度 保育所入所児童募集保育所入所児童募集

西原町立幼稚園園児募集西原町立幼稚園園児募集

保育所へ入所希望の児童は全員お申込みが必要です。
保育料の滞納は、入所選考に影響します。
お申込みの際、こども課窓口でご相談ください。
申込児童が定員を上回る場合は、優先度の高い方から順次入所
承諾を行うため、必ず入所できるわけではありません。
あらかじめご了承ください。
郵送による申込みは受け付けておりません。

★
★

★

★

　平成31年度の町立幼稚園（通園区域の制限なし）の園児募集を行います。
10 月上旬に対象者（4、5 歳児）には通知を送付しますので、必要書類など
内容をよくご確認のうえ手続きの際にお持ちください。
　詳しくは、西原町子育てサイト「ゆいわらび」をご覧ください。

5歳児 （平成25年4月2日～平成26年4月1日生まれ）

※ 入園を希望する幼稚園にて受付・面接を行います。

受付（面接）
日時・場所

4歳児 （平成26年4月2日～平成27年4月1日生まれ）

坂田幼稚園・西原南幼稚園
西原幼稚園・西原東幼稚園

11月 9日（金） 15時～17時
11月 8日（木） 15時～17時

受付期間
受付場所

11月1日（木）～11月8日（木）9時～17時（昼食時間及び土日祝日を除く）
こども課 及び各幼稚園

※ 受付日に面接を行いますので、お子さまと一緒に幼稚園へお越しください。
※ 当日、申込に来られない場合は幼稚園へご確認ください。
※ 進級児（4歳児から5歳児にあがる方）で、保育料や給食費等に滞納がある場合は入園を認められません。
滞納がある方は、事前にこども課でご相談ください。

※ 4歳児は各園定員制のため、申込者多数の場合は抽選となります。
　 抽選となった場合は、通知にてお知らせします。　　
※ 面接は入園が内定したお子さまのみ実施します。　 
※ 各園には駐車スペースはありませんので、お車での来園はご遠慮ください。

抽選日：11月22日（木）
　　　  18時30分開始予定

10月診療分から
こども医療費窓口無料化(現物給付)が始まります！

※就学前までの通院・入院分

※未就学児ですでに受給資格者証をお持ちの方へは、桃色の「西原町こども医療費助成金受給資格者証（現物給付または
自動償還）」を発送しています。

現物給付の利用方法
　医療機関等の窓口で、受診時「健康保険証」と桃色の「こども医療費助成金受給資格者証」を提示す
ることにより、原則保険診療分の医療費を支払うことなく受診できます。
※入院など医療費が高額になる場合は、保険者より「限度額適用認定証」を取得し、医療機関等への提示
が必要です。

ご注意
ください！

以下の場合は
窓口無料になりません。

保育所や幼稚園等で
ケガをした場合

申請により医療費を
払い戻すことができます

＊県外の医療機関を受診したとき
＊窓口無料化に対応していない県内の医療機関を受診したとき
＊こども医療費助成金受給資格者証を医療機関の窓口にて掲示しなかったとき
＊限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示しなかったとき
＊他の公費負担医療制度（未熟児養育医療・育成医療など）の適用を受けるとき

　「＃8000」は小児救急電話
相談窓口の番号です。休日・夜
間の急なこどもの病気にどう
対処するか、あるいは救急医療
を利用するべきか等迷ったと
き、ぜひご利用ください！

♯8000について
平日夜間19時～翌朝8時
土日祝日8時～翌朝8時

◀詳しくはホーム
　ページでご確認
　ください。

現行（9月30日診療分まで） 見直し後（10月1日診療分から）

通
　院

対象年齢 給付方法

自動償還

小学校
入学前まで

3歳以上1医療機関につき
1,000円/月

中学卒業まで

小学校
入学前まで

中学卒業まで

現物給付※

小学校入学前までは
現物給付※、以降中学
卒業までは自動償還

なし

なし

一部自己負担金 対象年齢 給付方法 一部自己負担金

入
　院

通
　院

入
　院

　保育所や幼稚園等でのケガや疾病などの治
療で、独立行政法人日本スポーツ振興センター
の災害給付の対象となるものは、保護者に対し
て給付金(災害共済給付）が支払
われるため、こども医療費助成の
対象となりません。受給資格者証
を医療機関の窓口に提示せず、従
来どおり医療費を支払い、保育所
等にお問い合わせください。

休日・夜間の急なこどもの病気に
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